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事 業 所 情 報 ( 保 育 所 ) 
                             (令和６年９月１日現在) 
 
 

施設名 

        富山市立老田保育所 
 
 
１ 基本情報 
所在地： 〒９３０－０１６６ 
   富山市 中老田 ３１５ 
TEL：０７６－４３６－５２０１ ホームページ： 

FAX：０７６－４３６－５２０１ E-Mail：oidahku-01city.toyama.lg.jp 
交通手段：呉羽いきいきバス（老田・古沢・池多ルート）老田小学校から徒歩３分 

富山地鉄バス（富山高岡間）老田口から徒歩２０分       
開設年月：昭和３６年４月１日 開所時間：７：３０～１８：００ 

敷地面積：  2076.18 ㎡ 建物面積：    522.821 ㎡ 
経営主体： 富山市 設置主体： 富山市 
施設長名(所長､園長)：所長 杉原 佳子 

 
 
２ 職員体制 
施設長：   １  名 保育士：    １２  名 保健師･看護師： ０  名 

栄養士：   ０  名 調理員：     ２  名 医師：   ２ 名（嘱託医） 

事務員：       名 その他：     ２  名 
(会計年度用務員１名) 

       （会計年度調理員１名） 

 
計：      １９  名 

 
３ 保育所の方針 
・一人一人の子どもの生きる喜びと生きる力の基礎を育む。 
・養護と教育が一体となった保育を通して、一人一人の子どもが心身ともに健康、安全で情緒の

安定した生活ができる安心した環境作りに努める。 

・子どもが意欲的・自発的に関わることのできる環境を構成し、主体的な活動の展開を支援する。 

・地域の人々や関係機関、保護者とよりよい協力関係を築きながら、家庭と地域の子育て支援を 

行う。 
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４ サービス内容 
対象地域 富山市 
対象年齢 ０歳児（生後８週）～５歳児 

入所定員  ８５  名 

入所児童 
0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

４ ９ １２ １２ １３ ２０ ７０ 

居室数･内容 事務室１・保育室３・乳児室及びほふく室１・給食室１・遊戯室１ 
 

サービス名 
有 
無 

具体的な内容（利用時間、詳細料金など） 

乳児保育 
有 生後 8 週より 

 

障害児保育 

有 ・統合保育を実施。 
・富山市の事業としてスマイル保育事業（富山市障害児等通所指導事業）

がある。保育所に未入所の障害を持つ幼児を対象に、保護者同伴で週１

～２回、午前２時間程度無料で保育体験や個別相談を行う。 
 

延長保育 

有 ○7：30～18：00 開所（月～金曜日） 7：30～14：00 開所（土曜日） 
・保育短時間の場合 
（朝）7：30～8：30 の延長保育料金は、月額 3,500 円、又は、1 回 200 円 

（夕）16：30～18：00 の延長保育料金は、月額 5,000 円、又は、1 回 300 円 

※徴収については、日額制又は月額制の選択ができ、翌月まとめて徴収する。 

夜間保育 
無  

 

休日保育 
無  

 

病児保育 
無  

 

一時預かり 
無  

 

地域子育て支

援拠点事業 
無  
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健康管理 

保健活動…身体計測（月１回） 
     年間午睡（３歳未満児）６月～９月午睡（３歳児） 
     夏季午睡（４・５歳児）７・８月 
健診・検査…内科健診・歯科健診・視力測定（春.秋）尿検査（春） 
      しらみ検査（毎月） 
 

食事 
３歳未満児は完全給食・午前午後のおやつ 
３歳以上児は副食給食（週１回米飯給食）・午後のおやつ 
離乳食（発達に合わせたもの）アレルギー対応食  

休日 日曜日 祝日 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

地域との交流 

・シニア保育サポーター活動（保育所の環境整備） 
・花まつり・呉羽小学校 14 歳の挑戦・老田小学校 5 年生徒の交流  
・長寿者をたたえる会 ・老田地区健康づくり展作品展出品 
・花壇づくりを通しての交流 

保護者会活動 
・交通安全らいちょうクラブ 
・こどもまつり 相談 

５ サービス利用のために 

利用申し込み方法 

・富山市こども保育課及び各行政サービスセンターこども福祉係窓口に

て申し込みをする。（教育・保育給付認定申請書、保育を必要とする事

由の証明書、個人番号確認資料、母子健康手帳、マイナンバー、身分

証明書等持参） 
申請窓口開設時間 平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

申請時注意事項 

・申請確認については、保育の利用を必要とすることを証明する書類が 
必要。 
①就労等 ②妊娠・出産 ③疾病・障害 ④介護等 ⑤災害復旧 
⑥求職活動 ⑦就学 ⑧虐待・ＤＶ ⑨その他 
・申請は、入所希望月の前々月末日までにすること。お子さん同伴。 

入所相談 
・富山市こども保育課、各行政サービスセンターこども福祉係 
・各保育所 

利用料金 

① 保育料 
 市町村民税額で算定する。（富山市が保有する税務情報をもとに算定） 
② その他 
 延長保育料金、入所準備教材費、保護者会費など、重要事項説明書に

記載。 

食事代金 
3 歳未満児：保育料に含まれている。 
3 歳以上児：4,500 円 （ただし、所得等の条件により、免除有） 
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苦情対応 

・保育所長、副所長が苦情解決責任者及び苦情受付担当者となり、苦情

解決にあたる。 
・保育所において解決に至らなかった場合、富山市保育所苦情解決処理

要項第 5 条の規定に基づき、富山市より委託された第三者委員により、

苦情解決を図る。 

その他情報提供資料 
・保育所等入所のご案内・富山市子育て支援ガイドブック・育サポとや

ま・保育所運営規程・重要事項説明書・保育所パンフレット・子ども子

育て情報公開システム等 

 
６ 施設の公開、実習生･ボランティアの受け入れ 

施設の公開･見学 実習生の受け入れ ボランティアの受け入れ 

・随時受け入れ 
 
 
 

・保育士、幼稚園教諭養成学

部学生 
・看護学生 
・呉羽中学校 14 歳の挑戦 

・シニア保育サポーター 
・地域のグリーンキーパー 

（花壇づくり） 

 
７ その他特記事項 
・毎年地域のグリーンキーパーの方に協力していただきながら花壇作りをしており、年長

児が花苗の植え方を教えてもらって一緒に植えている。また今年度は、送迎時に保護者

と年長児が花の苗植えに取り組んだ。土や花に触れたり、色や香りや美しさを楽しんだ

りしながら、豊かな感性を育むようにしている。今年度は、富山市花いっぱいコンクー

ルモデル花壇部門で金賞に選ばれた。 
・野菜栽培をしており、年長児が中心となって畑の除草から取り組み、苗植え・水やり・

収穫をして、収穫した野菜は給食で提供している。野菜の生長を楽しむと共に、食への

興味や関心が育まれるようにしている。 
・食育の日には“にほんのあじめぐり”をテーマに、調理員が日本の料理を毎月紹介した

り、給食に使われている食材を伝えたりしている。また、年長児当番と共に、翌日の給

食の食材調べを行い、調理員の立場から子どもたちに食育活動を行っている。 
・保護者に伝えたい子どもの姿を、玄関壁面に定期的に掲示している。保育士の子どもを

見る観察力・理解力を養うと共に、保護者に子どもの可愛らしさや成長に気づいてもら

う手立てとしている。 
 
 


